
産業財産権制度の見直しについての取組

1．	 基本問題小委員会について

　新型コロナウイルスの感染拡大は、ライフスタイルや産業構造が大きく変化させ、イノベーションの役
割をより重要なものとした。イノベーションを停滞させないため、特許庁は2020年9月に産業構造審議会
知的財産分科会の下に基本問題小委員会1を設置し、コロナ禍で顕在化した課題への対応はもちろんのこと、
次のように、イノベーション促進に向けた産業財産権制度の改善のあり方、また、特許庁の手続や審査業
務の品質向上など、横断的・基本的な問題について現状を整理した上で課題を抽出し、改善すべき方向性
について議論を行った。

（1）�これからの審査制度・業務を支えるシ
ステムの在り方

①特許審査制度
　調査対象文献の急増（中国文献爆発）等への対
応として、先行技術調査を強化するため、毎年
350万件超増加する海外特許技術文献を着実かつ
効率的に調査できるようAIや類似度順スクリーニ
ング等を活用する。

②意匠審査制度
　令和2年に行われた意匠法の改正内容（ソフト
ウェアの画像デザインや建築物等保護対象の拡大
関連意匠制度2の拡充）も含めた意匠制度の周知
を強化する。

③商標審査制度
　出願増を見据えた審査体制を強化（民間調査者・
任期付審査官の活用等）すると共に、審査負担の
少ない出願や拒絶理由の対象とならない出願を促
進する（新しい商品・役務名に関する情報提供の
強化等）。

（2）�イノベーション創出に向けた政策の在
り方

　事業戦略と一体化した知財戦略実現に向けたハ
ンズオン支援3や、ベンチャー企業・大学への知
財専門家人材の拡充に向けた取組を実施する。ま
た、ベンチャー企業や大学と大企業との連携を円
滑に進められるよう、「モデル契約書」4（知財契
約書のひな型）の類型を拡充し公表する。
　また、国際制度調和の一環として、広範囲の途
上国に対する支援を拡充し、審査協力を円滑に推
進していく。

（3）新型コロナウイルス感染症への対応

　特許庁に対する申請手続のうち書面でしかでき
ない手続が約500あるが、これらをデジタル化し、
書面申請に伴う押印についても可能な限り廃止す
る。また、無効審判等口頭審理のオンライン化を
行うよう、法律改正と環境整備を行う。さらに、
災害時のガイドライン等の整備を進め、災害等を
原因とする納付期間徒過の割増手数料の救済制度
を設ける。
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1	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kihonmondai_shoi/index.html
2	 本意匠と類似する意匠の登録を認める制度。
3	 https://www.jpo.go.jp/support/chusho/chitekizaisan/handson/index.html
4	 2020年6月、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」を公表した。
	 https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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（4）�特許庁サービスの維持・向上及び料金
体系の在り方

　歳出・歳入構造改革や減免制度の適正化、手続・
支払い等における手数料等の見直しを行う。詳細
は、第2部第9章3．特許特別会計の歳出・歳入構

造改革を参照されたい。
　こうした基本問題小委員会における議論の内容
に基づき、2021年2月に「ウィズコロナ／ポス
トコロナ時代における産業財産権行政の在り方」1

として報告書をとりまとめた。

2．	 令和3年度法改正

　特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、2020年7月に中間報告書として
「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方2」を公表し、2021年2月に報告書「ウィズコロナ／
ポストコロナ時代における特許制度の在り方3」を公表した。また、産業構造審議会知的財産分科会商標制
度小委員会において、2021年2月に報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における商標制度の在り方
について4」を公表した。さらに、産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会において、2021年2月
に報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方5」を公表した。そして、産
業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会において、2021年2月に報告書「弁理士制度の見直しの
方向性について」を公表した。
　これらの内容を含む、特許法等の一部を改正する法律案は、2021年3月2日に閣議決定6、第204回通常
国会へ提出され、衆・参両院での審議を経て、2021年5月21日に令和3年法律第42号として公布7された。

（1）特許法改正

①権利回復制度の見直し
・�特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合
に、当該特許権等を回復するための要件を緩和
することとした。
※�実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の
改正を実施。

②�特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度
の導入
・�特許権侵害訴訟等において、裁判所は、当事者
の申立てにより、必要があると認めるときは、
法律の適用等の必要な事項について第三者の意
見を求めることができることとした。
※�実用新案法において同旨の改正を実施。

③�口頭審理期日における当事者等の出頭のオンラ
イン化
・�審判の口頭審理において、当事者等が物理的に
審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システ
ム等により参加することを可能にした。
※�実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の
改正を実施。

④�訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件
の見直し
・�訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議
の申立ての手続の中で行う訂正の請求等におい
て、通常実施権者の承諾を不要とした。
※�実用新案法及び意匠法において同旨の改正を実
施。
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1	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kihonmondai_shoi/210203torimatome.html
2	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf
3	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/210208_with-covid19/210208_with-covid19-report.pdf
4	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/20210204_shohyo_arikata/20210204_hokokusho.pdf
5	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kihonmondai_shoi/document/210203torimatome/01.pdf
6	 https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html
7	 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html
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⑤特許料の改定
・�法定されていた特許料について、上限額を法定
しその範囲内で具体的金額を政令で定める体系
とするとともに、法定上限額を現行料金より引
き上げることとした。
※�商標法において同旨の改正を実施。実用新案法、
意匠法においては体系変更のみを実施。

⑥災害等の発生時における割増手数料の免除
・�災害等を理由に特許料（登録料）の納付期間を
徒過した場合に割増特許料（割増登録料）の納
付を免除することとした。
※�実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の
改正を実施。

（2）意匠法改正

①�国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適
用証明書の提出方法の拡充
・�意匠の国際出願に関し、意匠の新規性喪失の例
外の規定の適用を受けるための証明書を、出願
時に世界知的所有権機関（WIPO）に提出する
ことを可能とするため、当該証明書をWIPOに
出願した時に特許庁長官に提出したものとみな
すこととした。

②�国際意匠登録出願における登録査定の謄本の送
達方法の見直し
・�登録査定の謄本の送達を、世界知的所有権機関
（WIPO）を経由した保護付与声明による電子
的通知と一本化することを可能とした。

（3）商標法改正

①�模倣品の越境取引に関する商標法等における規
制の必要性について
・�増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、
海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち
込む行為を新たに商標権の侵害と位置付け、規
制することとした。
※意匠法において同旨の改正を実施。

②�国際商標登録出願に係る個別手数料の納付方法
及び登録査定の謄本の送達方法の見直し
・�国際商標登録出願について、個別手数料の納付
方法を、二段階納付（国際出願時及び日本国内
での設定登録時に分けて納付）から一括納付（国
際出願時に全額納付）に変更した。併せて、登
録査定の謄本の送達を、世界知的所有権機関
（WIPO）を経由した保護認容声明による電子
的通知と一本化することを可能とした。

（4）�工業所有権に関する手続等の特例に関
する法律改正

①�予納制度の簡素化（特許印紙予納の廃止及び現
金予納に係る規定整備）
・�特許料等又は手数料の予納について、特許印紙
による予納を廃止し現金による予納とすること
で手続を簡素化した。

（5）�特許協力条約に基づく国際出願等に関
する法律改正

①国際調査に関する手数料の改定
・�特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料の
うち、国際調査に関する手数料等の上限額を引
き上げることとした。

（6）弁理士法改正

①�法人名称の変更（特許業務法人から弁理士法人
への変更）
・�弁理士の所属する法人の名称について、特許業
務法人から弁理士法人に変更した。

②特許業務法人の一人法人制度の導入
・�弁理士の所属する法人の設立・存続要件につい
て、弁理士社員2名以上から1名以上に変更した。

③�特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度
での意見作成に関する相談業務の追加
・�特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度
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に関する相談業務について、弁理士が行うこと
のできる業務として追加した。

④�農水知財（植物の新品種・地理的表示）業務の
追加
・�農林水産関連の知的財産権（植物の新品種・地

理的表示）に関する相談業務及び外国出願支援
業務について、弁理士が行うことのできる業務
として追加した。

3．	 特許特別会計の歳出・歳入構造改革

（1）特許特別会計の現状と歳出削減の取組

①現状と近年の課題
　2005年度以降、審査請求期限の短縮1に伴う一
時的な審査請求件数増やその後の特許登録件数増
で歳入が増加する一方、大規模システム刷新の頓
挫により予定していた歳出が生じず、剰余金が
2,000億円超に到達した。2008年、2011年、
2016年と3度にわたる値下げにより、歳入が定
常経費程度に抑制された［2-9-1図］。
　また、リーマンショック時に出願減が加速し、
その後も減少傾向が継続している2こと等で、
2014年度に赤字となり、その後、新最適化計画

に基づくシステム刷新及び庁舎改修が開始されて
歳出が増大し、結果、6年連続の赤字となってい
る。2020年度の歳出予算は1,649億円となって
おり、同年度の歳入予算（1,281億円）を大幅に
上回っている。
　このような状況に対して、特許庁では、審査審
判関連経費、情報システム費、庁舎改修関連費等
について徹底的な合理化を行うとともに、中小企
業等支援を始めとする政策経費等の裁量経費の見
直しも進めている。その結果、2021年度予算を
対前年度で約5.3％減の1,562億円とするなど、
大幅な歳出削減が図られた［2-9-2図］。

2-9-1図　【決算・予算ベースでの剰余金推移】

1	 	2001年10月に審査請求期限が7年から3年に短縮された。このため、最初の3年の期限が到来した2004年10月以降、新制度と旧制度の審査請求期限が重なる4年間、審査請求
件数が一時的に増大した。

2	 リーマンショック後、企業の研究開発投資は、諸外国よりは長いとはいえ、5-6年で回復したものの、出願減の傾向は上記回復後も継続している。
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②今後の新たな取組・改善
　歳出については、削減のための不断の見直しを
進めていくことが必要であることから、定常経費
が2022年度以降早期に現行料金体系下での歳入
を下回るよう、歳出削減の取組を継続・強化して
いく。更に、印紙予納の廃止や減免制度の適正化
による簿外費用の圧縮1を図る。
　また、各種外注のコスト削減の観点から、関連
団体においても業務の在り方を含め、改革が進め
られることが望ましく、加えて、産業財産権政策
を支える情報システムの整備に当たっては、引き
続き技術検証委員会の監督の下、計画的かつ効率
的な投資を継続する。

（2）歳入確保に向けた対応

①現状と近年の課題
　上記の歳出削減の取組により定常経費が歳入を
下回ったとしても、制度の安定運用のためには、
（ア）将来、次期システムや庁舎の改修等に必要

となる投資経費の不足分や、（イ）災害等の不足
の事態に備えたバッファーとしての剰余金の確保
が必要である。
　2021年2月に公表された、産業構造審議会知
的財産分科会基本問題小委員会の報告書「ウィズ
コロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政
策の在り方2」では、（ア）2030年代半ばまでに
必要と見込まれる投資経費として2,000億円程
度3、（イ）災害等不測の事態に対応するリスクバッ
ファー等として400億円程度必要であるとの考え
方が示された。
　また、歳入確保が必要となる時期や年間の追加
財源の規模については、
・�2021年度末には剰余金（276億円4）が（イ）
のリスクバッファー（400億円）を下回ること
から、2022年度には追加的な歳入を確保する
必要がある
・�2022年度から、次期システム刷新が本格化す
る2030年代半ばまでに（ア）の投資経費を確
保するためには、毎年度150億円程度が追加的

2-9-2図　【2021年度予算について】

2

1	 特許印紙の売り捌き手数料や特許料等の減免は、会計上歳入の減として現れるが、実質的に特許庁が負担をしているため、歳出削減の取組として位置づけた。
2	 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kihonmondai_shoi/210203torimatome.html
3	 	システム経費について、更なる開発経費削減等の合理化が実現すれば、削減の可能性がある。一方、他律的要因（計画外のOSサポート切れ、災害等）により、経費が追加的に

生じるリスクもある。
4	 予算ベース
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に必要となる
との考え方を示している。
　審査の迅速性や品質、ユーザーの利便性を引き
続き確保するため、上記の歳出削減によってもな
お不足する部分については、必要最低限の料金体
系の見直し（値上げ）等により歳入を確保してい
くことが必要な状況である。

②特許料等の料金体系の見直し
　特許法等の一部を改正する法律案が、2021年
3月2日に閣議決定1、第204回通常国会へ提出さ
れ、衆・参両院での審議を経て、2021年5月21
日に令和3年法律42号として公布2された（第2部
第9章2．参照）。
　本法律案においては、法定されていた特許料・
登録料について、上限額を法定しその範囲内で具
体的金額を政令で定める体系とするとともに、特
許料及び商標登録料等の法定上限額を現行料金よ
り引き上げることとした［2-9-3図］。
　また、実費と料金との乖離が大きいPCT国際出
願に係る手数料についても法定上限額を引き上げ
ることとした。

2-9-3図　【法定上限額の改定案】
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1	 https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html
2	 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html
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③今後の新たな取組・改善
　特許庁のサービスを維持・向上していくために、
2008年以降料金を引き下げてきた経緯も踏まえ
つつ、今後の料金体系の在り方の検討を進める。
その際、今後必要となる剰余金の水準等について
は、財政運営状況や投資計画等の詳細を検討する
中で常に見直し、これに応じて機動的に料金を引
き下げる等の対応と、財政運営の透明性を確保す
る必要がある。
　基本問題小委員会報告書においては、具体的な
料金水準の検討に当たって、
・�審査コスト等の実費を踏まえ、制度別の収支バ
ランスが大きく崩れないものとすること
・欧米の料金水準を参照すること
・�イノベーションが阻害されない料金体系となる
よう、充実したシミュレーションを行うこと
・�値上げや経済動向による出願減の可能性等にも
留意すること
等が必要であるとされた。

（3）�特許特別会計の財政運営に係る情報公
開等の在り方

①現状と近年の課題
　情勢の変化に応じた柔軟な料金設定を可能とす

るためには、特許庁の財政状況の透明性の確保が
重要である。
　特許庁は、特別会計に関する法律に基づき、予
算、決算及び企業会計の慣行を参考とした貸借対
照表等の財務諸表を翌年11月頃に公開し、また、
個別の事業については行政事業レビューシートを
公開している。これに留まらず、料金収入のみで
収支相償が求められる特許特別会計の特殊性を踏
まえ、中長期的な財政運営状況等を把握・評価可
能な情報を公開していく必要がある。

②今後の新たな取組・改善
　定期的に特許庁から財政運営の状況についてよ
り充実した情報公開を行うことで、剰余金の水準
や料金体系の妥当性等について、透明性を確保する。
　また、財政運営の状況、特に剰余金の水準や料
金体系の妥当性等について、専門家・第三者によ
る点検を定期的に行う。
　具体的には、産業構造審議会知的財産分科会の
下に「財政点検小委員会」を新たに設置し、特許
庁の財政状況を恒常的に点検する仕組みを作る。
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